
2023年 9月 15日 

中条地区で都市ガスをご利用のお客様へ 

新発田ガス株式会社 

【大切なお知らせ】

LNG導入に伴うガス料金の改定につきまして 

日頃より、新発田ガスの都市ガスをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

弊社にて胎内市・新発田市の一部(藤塚浜 落堀川右岸)村上市の一部(長政周

辺)のお客さまへ供給している都市ガスは、主に国産の天然ガスをお送りしておりま

す。 

近年、国産天然ガスの生産能力は減退の方向にあり、弊社の原料ガス卸元にお

いても輸入LNG（液化天然ガス）気化ガスの導入が進められております。 

この状況に伴い、卸元ガス価格として輸入 LNG 価格と連動させる新たな制度が

導入されることになったことから、当社でも、この内容を料金体系に反映すべく、原

料費調整制度を導入するものです。 

ガス料金の構成イメージ 

原料費調整制度とは

「原料費調整制度」とは、輸入原料（LNG）価格の変動を迅速にガス料金へ反映することを

目的とし、輸入原材料の価格変動に応じてガス料金を調整する制度です。基準として設定

した輸入原材料の「基準平均原料価格」と貿易統計価格の３ヶ月ごとの「平均原料価格」と

を比較し、その変動分を単位料金（１㎥あたりの単価）で毎月調整します。



LNG気化ガスの導入とガス料金 

なお、LNG 気化ガスの導入に伴う基準単位料金の改定および原料費調整額に

つきましては改めてお知らせ致します。 

何卒、ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

弊社は、今後も基本となる「安全・安心・安定供給」の確保を図りつつ、「お客さま

満足の向上」の強化に努めてまいりますので何卒ご理解賜りますよう心よりお願い

申し上げますとともに、引き続き弊社を末永くご愛顧賜りますよう重ねてお願い申し

上げます。 
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